
　

２
月
16
日
㈮
か
ら
３
月
15
日
㈭
の
確
定

申
告
期
間
中
は
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
佐

渡
で
、
確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
書
の
受

付
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
期
間
中
は
、
佐
渡
税
務
署
庁
舎
で

は
申
告
相
談
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
は
、
便
利
な
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
自
宅
な
ど
で
確
定
申
告
書
が
作
成
で

き
ま
す
。
作
成
し
た
書
面
を
印
刷
し
て
送

付
し
て
い
た
だ
く
か
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
送

信
（
事
前
準
備
が
必
要
）
の
い
ず
れ
か
で

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

作
成
コ
ー
ナ
ー
の
操
作
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ

　
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー

　

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０
―
０
１
―
５
９
０
１

受
付
時
間　
月
〜
金
曜
日（
祝
日
は
除
く
）

　
　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

医
療
費
控
除
に
関
す
る
明
細
書
の
提
出
が

義
務
化
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
医
療

費
控
除
は
領
収
書
の
提
出
が
不
要
と
な
る

代
わ
り
に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の

添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

領
収
書
は
、
税
務
署
か
ら
記
入
内
容
の

確
認
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

５
年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
31
年
分
ま
で
は
、
従
来
通
り
領
収
書
の
添

付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
よ
る
医
療

費
控
除
の
特
例
」
な
ど
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
等
受
給
者
は
確
定
申
告
が
不
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額

が
20
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

障害者控除を受けるための

「障害者控除対象者認定書」
　　　　　　　　　　を交付します

障害者控除を受けるための

「障害者控除対象者認定書」
　　　　　　　　　　を交付します

 

　所得税または市・県民税の申告をする場合、
障害者手帳の交付を受けていない方でも「障害
者控除対象者認定書」の交付を受けて、障害者
控除を受けることができます。　
　平成29年12月31日現在で65歳以上の方で、介
護保険の要介護(支援)認定を受けている方
　交付申請者の印鑑を持参の上、申請手続きを
してください。認定書の交付には１週間ほど
かかります。
　すでに認定書の交付を受けている方でその後
の状態が変わっていない場合は、そのまま使
用できます。
　詳しくは、お問い合わせください。
　・　市民福祉部高齢福祉課
　高齢福祉係　☎６３―３７９０
　または、各支所・行政サービスセンター
　（高齢福祉担当）
※所得税、市・県民税の申告に関するお問い合わせは、
総務部税務課市民税係☎63-5110までお願いします。

おむつ代に係る医療費控除を受ける方は

「おむつ使用証明書」が必要です

おむつ代に係る医療費控除を受ける方は

「おむつ使用証明書」が必要です

 

　傷病によりおおむね６カ月以上の期間寝たき
りであり、医師の治療を受けている方のおむつ
代は、所得税や市・県民税の申告の際に医療費
控除の対象となります。
　初めておむつ代に係る医療費控除を受ける方
は、医療機関で発行する「おむつ使用証明書」
と「おむつ代金の領収書」が必要です。
　また、要介護認定を受けており、引き続き控
除を受ける方は、その要件を満たした場合、市
で「おむつ使用証明書」に代わる確認書を交付
します。
　詳しくは、お問い合わせください。
　・　市民福祉部高齢福祉課
　介護保険係　☎６３―３７９０
　または、各支所・行政サービスセンター
　（介護保険担当）
※所得税、市・県民税の申告に関するお問い合わせは、
総務部税務課市民税係☎63-5110までお願いします。

佐
渡
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

佐
渡
税
務
署　

個
人
課
税
部
門　

☎
74
―
３
２
７
６

お
知
ら
せ
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